
  

一 

令和 7 年 10 月 31 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第９５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
□
十
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
告

示 

千
葉
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

赤
と
ん
ぼ
カ
ン
ト
リ
□
ク
ラ
ブ
成
田
空
港
コ
□
ス
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

香
取
郡
神
崎
町
古
原
乙
二
一
三
番
二
ほ
か
三
二
四
筆
の
赤
と
ん
ぼ
カ
ン
ト
リ
□
ク
ラ
ブ
成
田
空
港

コ
□
ス
の
区
域
内 

               

 

２ 

区
域
図 

                  

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

七
九
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

豊
里
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

銚
子
市
諸
持
町
地
先
の
銚
子
市
市
道
二
〇
一
八
号
線
と
同
市
市
道
一
〇
二
九
七
号
線
と
の
接
点
を

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

10 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第９５号 令和 7 年 10 月 31 日 (金曜日) 

起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
〇
二
九
七
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
一
〇
一
一
号
線
と
の

接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
〇
一
一
号
線
を
南
西
へ
進
み
県
道
多
古
笹
本
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
県
道
多
古
笹
本
線
を
北
西
へ
進
み
香
取
郡
東
庄
町
町
道
〇
二
一
二
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
〇
二
一
二
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
〇
一
〇
三
号
線
と
の
交
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
〇
一
〇
三
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
〇
二
一
三
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
〇
二
一
三
号
線
を
北
西
へ
進
み
県
道
下
総
橘
停
車
場
東
城
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
下
総
橘
停
車
場
東
城
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
四
〇
一
三
号
線
と
の

接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
四
〇
一
三
号
線
を
南
東
へ
進
み
銚
子
市
市
道
一
〇
三
一
四
号
線

と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
〇
三
一
四
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
一
〇
一
一
号

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
〇
一
一
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
二
〇
一
八
号

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
〇
一
八
号
線
を
南
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま

れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

                   

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

二
六
〇
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

海
老
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

山
武
郡
横
芝
光
町
宮
川
地
先
の
国
道
一
二
六
号
と
山
武
郡
横
芝
光
町
町
道
Ｆ
二
五
一
号
線
と
の
接

点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｆ
二
五
一
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
Ｉ―

二
〇
号
線
と

の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｉ―

二
〇
号
線
を
北
へ
進
み
匝
瑳
市
市
道
一
一
八
号
線
と
の

接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
一
八
号
線
を
北
東
へ
進
み
国
道
一
二
六
号
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
国
道
一
二
六
号
を
南
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

               

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

五
九
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 



  

三 

令和 7 年 10 月 31 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第９５号 
 

 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

栗
山
川
河
口
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

山
武
郡
横
芝
光
町
屋
形
地
先
の
県
道
横
芝
上
堺
線
と
県
道
飯
岡
片
貝
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
□

同
所
か
ら
県
道
飯
岡
片
貝
線
を
北
東
へ
進
み
山
武
郡
横
芝
光
町
町
道
Ｄ
二
三
三
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｄ
二
三
三
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
Ｄ
三
三
三
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｄ
三
三
三
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
Ｄ
二
三
八
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｄ
二
三
八
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
Ⅰ―

一
三
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ⅰ―

一
三
号
線
を
北
西
へ
進
み
幹
線
北
清
水
一
号
用
水
路
と
の
交
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
幹
線
北
清
水
一
号
用
水
路
を
北
東
へ
進
み
栗
山
川
右
岸
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
栗
山
川
右
岸
を
東
へ
進
み
県
道
飯
岡
片
貝
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
飯
岡
片
貝
線
を

北
東
へ
進
み
県
道
横
芝
停
車
場
白
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
横
芝
停
車
場
白
浜
線
を

南
東
へ
進
み
同
町
町
道
Ｈ
一
六
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｈ
一
六
四
号
線
を

南
東
へ
進
み
同
町
町
道
Ｈ
一
六
四
号
線
の
終
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
Ｈ
一
六
四
号
線
を
南

東
へ
延
長
し
た
直
線
を
南
東
へ
進
み
九
十
九
里
海
岸
汀て

い

線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
九
十
九
里

海
岸
汀て

い

線
を
南
西
へ
進
み
山
武
市
と
山
武
郡
横
芝
光
町
の
境
界
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同

境
界
線
を
北
西
へ
進
み
県
道
飯
岡
一
宮
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
飯
岡
一
宮
線
を
北
東

へ
進
み
県
道
横
芝
上
堺
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
横
芝
上
堺
線
を
北
西
へ
進
み
起
点
に

至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

       

 

２ 

区
域
図 

                 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

五
二
八
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

山
武
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

山
武
市
埴
谷
地
先
の
県
道
千
葉
八
街
横
芝
線
と
県
道
横
芝
山
武
線
と
の
接
点
を
起
点
と
し
□
同
所

か
ら
県
道
横
芝
山
武
線
を
南
西
へ
進
み
山
武
市
椎
崎
三
三
六
番
二
地
先
の
県
道
成
東
酒
々
井
線
と
の



 
 

 

四 
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接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
成
東
酒
々
井
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
椎
崎
三
三
四
番
一
二
地
先
に
至

り
□
同
所
か
ら
県
道
成
東
酒
々
井
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
椎
崎
五
六
〇
番
二
地
先
に
至
り
□
同
所
か

ら
県
道
成
東
酒
々
井
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
椎
崎
・
植
草
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同

市
市
道
椎
崎
・
植
草
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
日
向
四
三
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら

同
市
市
道
日
向
四
三
七
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
日
向
三
一
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所

か
ら
同
市
市
道
日
向
三
一
二
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
日
向
三
一
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□

同
所
か
ら
同
市
市
道
日
向
三
一
三
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
日
向
三
一
二
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
日
向
三
一
二
号
線
を
北
西
へ
進
み
県
道
日
向
停
車
場
極
楽
寺
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
日
向
停
車
場
極
楽
寺
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
下
布
田
五
番
二
地
先
の
赤
道

と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
赤
道
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
下
布
田
・
武
勝
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
下
布
田
・
武
勝
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
木
原
二
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
木
原
二
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
木
原
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□

同
所
か
ら
同
市
市
道
木
原
一
号
線
を
南
東
へ
進
み
県
道
成
東
酒
々
井
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
県
道
成
東
酒
々
井
線
を
北
東
へ
進
み
八
街
市
と
山
武
市
と
の
境
界
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
同
境
界
線
を
北
東
へ
進
み
県
道
千
葉
八
街
横
芝
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
千
葉
八
街

横
芝
線
を
南
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

                  

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

九
三
六
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

成
東
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

山
武
市
津
辺
地
先
の
作
田
川
左
岸
と
国
道
一
二
六
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
国
道
一

二
六
号
を
南
西
へ
進
み
山
武
市
市
道
成
東
二
三
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
成

東
二
三
五
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
・
姫
島
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道

成
東
・
姫
島
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
一
七
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市

道
成
東
一
七
三
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
一
七
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同

市
市
道
成
東
一
七
四
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
一
七
四
号
線
の
終
点
に
至
り
□
同
所
か
ら

同
市
市
道
成
東
一
七
四
号
線
を
北
西
へ
延
長
し
た
直
線
を
北
西
へ
進
み
両
総
用
水
路
と
の
交
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
両
総
用
水
路
を
北
東
へ
進
み
同
市
林
道
姫
島
根
蔵
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら

両
総
用
水
路
を
北
東
へ
延
長
し
た
直
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
一
七
八
号
線
と
の
交
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
成
東
一
七
八
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
・
湯
坂
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
成
東
・
湯
坂
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
板
附
・
湯
坂
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
板
附
・
湯
坂
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
八
一
号
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
成
東
八
一
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
日
向
三
七
二
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
日
向
三
七
二
号
線
を
西
へ
進
み
同
市
市
道
矢
部
・
西
湯
坂
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
矢
部
・
西
湯
坂
線
を
南
西
へ
進
み
東
金
市
集
落
道
二
号
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
集
落
道
二
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
二
〇
〇
一
号
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
〇
〇
一
号
線
を
西
へ
進
み
県
道
東
金
源
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所

か
ら
県
道
東
金
源
線
を
北
西
へ
進
み
山
武
市
市
道
椎
崎
・
植
草
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同

市
市
道
椎
崎
・
植
草
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
日
向
三
一
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら

同
市
市
道
日
向
三
一
七
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
椎
崎
・
植
草
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
同
市
市
道
椎
崎
・
植
草
線
を
北
東
へ
進
み
県
道
成
東
酒
々
井
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県



  

五 
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道
成
東
酒
々
井
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
成
東
・
津
辺
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市

道
成
東
・
津
辺
線
を
南
西
へ
進
み
作
田
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
作
田
川
左
岸
を
南
東

へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
□
た
だ
し
□
愛
宕
山
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
除
く
□ 

 

２ 
区
域
図 

                        

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

七
三
五
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

山
室
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

山
武
市
松
尾
町
山
室
地
先
の
山
武
市
市
道
松
尾
町
山
室
一
号
線
と
県
道
横
芝
山
武
線
と
の
接
点
を

起
点
と
し
□
同
所
か
ら
県
道
横
芝
山
武
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
睦
岡
六
一
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
睦
岡
六
一
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
豊
岡
二
四
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
豊
岡
二
四
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
松
尾
町
山
室
一
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
松
尾
町
山
室
一
号
線
を
南
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区

域 

 

２ 

区
域
図 

                 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

四
七
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 



 
 

 

六 
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五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

白
里
海
岸
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

大
網
白
里
市
北
今
泉
地
先
の
大
網
白
里
市
市
道
五―

〇
一
〇
九
号
線
と
大
網
白
里
市
と
山
武
郡
九

十
九
里
町
と
の
境
界
線
と
の
接
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
へ
進
み
九
十
九
里
海

岸
汀て

い

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
九
十
九
里
海
岸
汀て

い

線
を
南
西
へ
進
み
大
網
白
里
市
と
長
生
郡

白
子
町
と
の
境
界
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
へ
進
み
大
網
白
里
市
市
道
六

―

〇
一
七
六
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六―

〇
一
七
六
号
線
を
北
東
へ
進
み
同

市
市
道
〇
一―

〇
二
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
〇
一―

〇
二
五
号
線
を
北
西

へ
進
み
同
市
市
道
六―

〇
一
六
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六―

〇
一
六
五
号

線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
六―

〇
一
六
五
号
線
の
終
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
所
と
同
市
市
道
六

―

〇
一
四
五
号
線
の
終
点
と
を
結
ん
だ
直
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
六―

〇
一
四
五
号
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六―

〇
一
四
五
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
〇
一―

〇
二
四
号

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
〇
一―

〇
二
四
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
六―

〇

一
三
〇
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六―

〇
一
三
〇
号
線
を
北
東
へ
進
み
県
道
山

田
台
大
網
白
里
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
山
田
台
大
網
白
里
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市

道
五―

〇
一
二
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
五―

〇
一
二
七
号
線
を
北
東
へ
進

み
同
市
市
道
五―

〇
一
二
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
五―

〇
一
二
一
号
線
を

北
東
へ
進
み
同
市
市
道
五―

〇
一
〇
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
五―

〇
一
〇

九
号
線
を
北
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

       

 

２ 

区
域
図 

                

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

二
一
九
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
名
称 

 
 

睦
沢
町
入
山
津
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

長
生
郡
睦
沢
町
上
之
郷
地
先
の
長
生
郡
睦
沢
町
町
道
鴫
谷
市
野
々
線
と
同
町
町
道
六
九
〇
号
線
と

の
接
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
六
九
〇
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
六
九
五
号
線
と

の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
六
九
五
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
六
九
七
号
線
と
の
接
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点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
六
九
七
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
町
町
道
五
七
三
号
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
五
七
三
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
五
七
六
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
五
七
六
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
五
九
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□

同
所
か
ら
同
町
町
道
五
九
二
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
町
町
道
五
七
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所

か
ら
同
町
町
道
五
七
三
号
線
を
北
東
へ
進
み
県
道
茂
原
夷
隅
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道

茂
原
夷
隅
線
を
南
西
へ
進
み
い
す
み
市
と
長
生
郡
睦
沢
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
同
境
界
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
鴫
谷
市
野
々
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
鴫

谷
市
野
々
線
を
北
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

                   

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

一
八
三
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

立
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

夷
隅
郡
御
宿
町
上
布
施
地
先
の
夷
隅
郡
御
宿
町
町
道
四
〇
七
九
号
線
と
同
町
町
道
〇
二
〇
五
号
線

と
の
接
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
〇
二
〇
五
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
町
町
道
四
二
〇
一

号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
四
二
〇
一
号
線
を
南
西
へ
進
み
県
道
勝
浦
布
施
大
原

線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
勝
浦
布
施
大
原
線
を
南
西
へ
進
み
夷
隅
郡
御
宿
町
上
布
施

三
□
三
一
六
番
二
地
先
の
赤
道
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
赤
道
を
南
へ
進
み
同
町
林
道
実
谷

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
林
道
実
谷
線
を
南
西
へ
進
み
同
町
林
道
実
谷
線
支
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
林
道
実
谷
線
支
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
四
六
九
八
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
四
六
九
八
号
線
を
北
西
へ
進
み
勝
浦
市
と
夷
隅
郡
御
宿
町
と
の
境
界

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
へ
進
み
勝
浦
市
芳
賀
八
〇
二
地
先
の
赤
道
の
南

端
か
ら
南
東
へ
延
長
し
た
直
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
直
線
を
北
西
へ
進
み
同
赤
道
と
の

接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
赤
道
を
北
西
へ
進
み
同
市
農
道
下
沖
ノ
田
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所

か
ら
同
市
農
道
下
沖
ノ
田
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
芳
賀
市
野
川
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
同
市
市
道
芳
賀
市
野
川
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
花
里
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市

市
道
花
里
線
を
東
へ
進
み
□
夷
隅
郡
御
宿
町
町
道
四
〇
八
〇
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同

町
町
道
四
〇
八
〇
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
四
〇
七
九
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同

町
町
道
四
〇
七
九
号
線
を
南
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 
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２ 

区
域
図 

                  

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

一
四
二
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

鴨
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

鴨
川
市
東
町
地
先
の
国
道
一
二
八
号
□
バ
イ
パ
ス
□
と
鴨
川
市
浜
荻
と
同
市
東
町
と
の
境
界
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
へ
進
み
海
岸
汀て

い

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か

ら
海
岸
汀て

い

線
を
北
西
へ
進
み
待
崎
川
左
岸
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
所
と
待
崎
川
右
岸
と
海

岸
汀て

い

線
と
の
接
点
と
を
結
ん
だ
直
線
を
南
西
へ
進
み
海
岸
汀て

い

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
海
岸

汀て
い

線
を
南
西
へ
進
み
加
茂
川
左
岸
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
所
と
加
茂
川
右
岸
と
海
岸
汀て

い

線

と
の
接
点
と
を
結
ん
だ
直
線
を
南
東
へ
進
み
海
岸
汀て

い

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
海
岸
汀て

い

線
を

南
東
へ
進
み
曽
呂
川
左
岸
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
所
と
曽
呂
川
右
岸
と
海
岸
汀て

い

線
と
の
接

点
と
を
結
ん
だ
直
線
を
南
東
へ
進
み
海
岸
汀て

い

線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
海
岸
汀て

い

線
を
南
東
へ

進
み
同
市
太
海
浜
二
三
番
二
地
先
の
海
岸
汀て

い

線
が
南
西
方
向
へ
曲
が
る
屈
折
点
に
至
り
□
同
所
か
ら

海
岸
汀て

い

線
を
北
西
へ
延
長
し
た
直
線
を
北
西
へ
進
み
国
道
一
二
八
号
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら

国
道
一
二
八
号
を
北
東
へ
進
み
県
道
鴨
川
富
山
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
鴨
川
富
山
線

を
北
西
へ
進
み
同
市
宮
地
先
の
東
京
電
力
パ
ワ
□
グ
リ
□
ド
株
式
会
社
送
電
線
下
と
の
交
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
送
電
線
下
を
北
東
へ
進
み
県
道
鴨
川
保
田
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道

鴨
川
保
田
線
を
西
へ
進
み
同
市
市
道
貝
渚
大
里
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
貝
渚
大

里
線
を
北
西
へ
進
み
鶴
妻
堰え

ん

堤
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
鶴
妻
堰え

ん

堤
を
南
西
へ
進
み
同
市
打
墨

二
□
五
一
〇
番
一
地
先
の
同
市
市
道
水
神
田
大
塚
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
水
神

田
大
塚
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
寺
ノ
下
宮
田
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
寺
ノ

下
宮
田
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
大
日
下
東
廻
塚
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
大

日
下
東
廻
塚
線
を
北
東
へ
進
み
県
道
天
津
小
湊
田
原
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
天
津
小

湊
田
原
線
を
北
東
へ
進
み
国
道
一
二
八
号
□
バ
イ
パ
ス
□
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
国
道
一
二

八
号
□
バ
イ
パ
ス
□
を
北
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 
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２ 

区
域
図 

                   

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

八
七
八
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

木
更
津
市
清
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

木
更
津
市
東
太
田
四
丁
目
地
先
の
木
更
津
市
市
道
一
二
五
号
線
と
県
道
木
更
津
末
吉
線
と
の
接
点

を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
県
道
木
更
津
末
吉
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
六
三
六
二
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
三
六
二
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
六
五
四
三
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
五
四
三
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
六
五
四
四
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
五
四
四
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
六
三
六
五
号
線
と
の
接
点

に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
三
六
五
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
一
一
八
号
線
と
の
接
点
に

至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
一
八
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
一
二
一
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
二
一
号
線
を
北
東
へ
進
み
県
道
木
更
津
根
形
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同

所
か
ら
県
道
木
更
津
根
形
線
を
北
西
へ
進
み
小
櫃
川
右
岸
河
川
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
□
同

所
か
ら
小
櫃
川
右
岸
河
川
管
理
用
道
路
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
五
〇
九
一
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
五
〇
九
一
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
一
一
五
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
一
五
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
下
望
陀
七
五
番
五
地
先
の
農
道
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
農
道
を
南
東
へ
進
み
小
櫃
川
右
岸
河
川
管
理
用
道
路
と
の
接
点
に
至
り
□

同
所
か
ら
小
櫃
川
右
岸
河
川
管
理
用
道
路
を
南
東
へ
進
み
同
市
下
望
陀
一
二
四
番
地
先
の
農
道
と
の

接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
農
道
を
南
東
へ
延
長
し
た
直
線
を
南
東
へ
進
み
木
更
津
市
と
袖
ケ
浦
市

と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
へ
進
み
木
更
津
市
市
道
一
五
一
号
線

と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
五
一
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
椿
六
七
一
番
地
先
の
里

道
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
里
道
を
南
東
へ
延
長
し
た
直
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
椿
五
九
二

番
三
地
先
の
里
道
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
里
道
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
六
四
一
六
号
線

と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
四
一
六
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
笹
子
五
六
二
番
一
四

地
先
の
生
活
道
路
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
生
活
道
路
を
南
西
へ
進
み
同
市
笹
子
六
一
九
番

三
地
先
の
生
活
道
路
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
生
活
道
路
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
六
四
二

七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
四
二
七
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
二
二
六

号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
二
六
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
笹
子
七
三
五
番
三

地
先
の
生
活
道
路
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
生
活
道
路
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
六
四
一
四

号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
六
四
一
四
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
六
四
五
四
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